
 

土木工事における現場環境改善費の一部改定について 
（令和８年７月改定） 

 

 ○共通仮設費（率計上分） 

   表-1 の内容については、土木工事標準積算基準書により積算した費用

を当初設計において計上します。 

令和８年７月より、表-1 の内容及び実施項目数を改定しました。 

  

・表-1（現場で実施する内容）   

計上費目 実施する内容（率計上分） 

現場環境改善 

（仮設備関係） 

①昇降設備の充実 ②環境対策の充実 

③ICT 設備の充実 ④作業負荷の低減 

現場環境改善 

（営繕関係） 

①現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 

②労働者宿舎の充実 

③現場休憩所の充実（交通誘導警備員待機室を含む） 

④衛生設備・厚生施設の充実等 

現場環境改善 

（安全関係） 

①工事標識・照明等安全施設の充実 

②盗難防止対策 

③健康関連施設の充実 

④野生生物・害虫対策等 

地域連携 

①広報活動等（完成予想図、パンフレット、工法説

明、ＰＲ看板等） 

②見学会・イベント等の開催（見学施設等設置・管理

運営等含む） 

③社会貢献・地域対策費等（地域行事等の経費含む） 

④現場景観向上（美装化・デザイン看板等） 

 ※計上費目ごとに１内容ずつ合計４つの内容を実施することを基本とした

費用です。 

〇共通仮設費（積み上げ分） 

令和７年７月より共通仮設費へ積み上げ計上することとしている熱中

症対策・防寒対策に関する費用について、積み上げ計上費用の上限を

「率分で計上される額の１００％を上限」に改定しました。 

※別紙参照 

○適用日 

令和８年７月１日以降の単価を適用し発注した工事 



 

熱中症対策・防寒対策に関する費用について 

 

令和７年７月１日付、土木工事標準積算基準書（土木工事編）の改定により、熱中症対策・防

寒対策に関する費用について、共通仮設費へ積み上げ計上することとしています。実施方法等に

ついては、下記のとおりです。 

 

１ 積算方法 

主に現場の施設や設備等に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用について、対策の妥当性

を確認の上、設計変更により共通仮設費へ積み上げ計上を行う。 

なお、積み上げ計上するにあたり、現場管理費に計上される作業員個人の費用と重複がないこ

とを確認し、現場環境改善費率分で計上される額の１００％を上限とする。 

  ※令和８年７月１日付、土木工事標準積算基準書（土木工事編）の改定により、計上される額の

上限を改定しました。 

 

２ 実施方法 

  熱中症対策・防寒対策を実施する場合は、施設・設備の種類や規模、設置期間及び概算費用等に

ついて、事前に受発注者協議の上、決定するものとします。 

 

３ 留意事項 

（１）受注者は、熱中症対策・防寒対策の具体的な内容、実施時期を施工計画書に記載し、事前に工

事監督員に提出する。受注者は各内容の実施状況を撮影し、工事成果品として納品する。 

（２）費用は、変更設計時に見積等による価格を計上する。 

（３）熱中症対策・防寒対策に関する施設や設備について、リース品の場合は、当該工事における施

設・設備の設置期間分のリース費用を計上する。 

（４）購入品の場合は、当該工事における施設・設備の設置期間分の減価償却費を計上する。 

（５）「１ 積算方法」における「作業員個人の費用」とは、主に作業員個人に対する熱中症対策・

防寒対策費用であり、塩飴、経口補水液等効果的な飲料水、空調服、熱中症対策キット、カイロ、

ヒーターベスト等が該当する。これらは、共通仮設費への費用計上の対象外とする。（塩飴、経

口補水液等効果的な飲料水、空調服、熱中症対策キット等の熱中症対策費用については、「熱中

症対策に資する現場管理費の補正に関する共通特記仕様書」における補正の加算額に含まれる。） 

（６）現場環境改善費の率分を計上しない場合においても、「熱中症対策・防寒対策に関する費用」

を単独で計上することができるものとする。 

（７）災害復旧事業においては、「熱中症対策に関する費用」のみ計上することができる。 

 

別紙 


